
「甲賀市まちづくり基本条例」は、
市民、議会、市行政が連携、協力
してまちづくりを進めていくための
基本的なルールを定めたものです。

甲賀市
まちづくり基本条例

甲賀市

～オール甲賀のまちづくり ～
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なぜ、「まちづくり基本条例」が必要なの？

地方の
時代

地方分権が進み、それぞれの地方において、自分たち
のまちづくりは、自分たちの責任で決定し、進めていくこと
が求められています。その流れの中で、私たちは甲賀市
の個性や特色を活かし、住みよい元気なまちをつくってい
かなければなりません。

社会の
変化

少子高齢化が進行し、ライフスタイルが変化している中、
市民のニーズや価値観が多様化し、様々な地域課題が
発生しています。このような課題を解決するため、そこに
住む人たちならではの解決策が求められています。

Q まちづくりって何？

市が行う高齢者対策や子どもの支援、道

路や公園の整備など、行政として市民の暮

らしを支えるために取り組まなければなら

ないこともありますが、区・自治会や自治

振興会の活動をはじめ、地域の文化や

伝統の継承、さらには人と人とのつなが

りやふれあいなど、既に市民の皆さんに

取り組んでいただいている活動も「まちづ

くり」と言えます。

Q まちづくりへは必ず参加するの？

市民の皆さんは、まちづくりの主役です。

地域などで行われるまちづくりに、まず関

心を持っていただき、できる限り関わってい

ただくことが大切であると考えています。

なお、参加は自主的に行われるべきもの

であり、参加しないことで不利益な扱いを受

けることはありません。

◎「市民」、「議会」、「市行政」のみんながまちづ
くりの担い手として、役割と責任をもって、甲賀市
の未来に向けて積極的に行動するようになります。

◎市民は、市政に関する情報を知る権利と、協働して
まちづくりに関わる権利を有するようになります。

「まちづくり基本条例」ができると・・・
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協働によるまちづくりを進めるための３つのポイント

１.情報共有
市民、議会及び市行政は、まちづくりに関する情報を互いに
提供し共有するとともに、その情報は市民共有の財産である
ことを認識し、適正に管理します。

２.市民参加
市民はそれぞれの立場を尊重し合いながら、まちづくりに関
心をもって積極的に参加するよう努め、市行政は市民により
得られた提案や意見をまちづくりに反映させるよう努めます。

３.信頼関係 市民、議会、市行政は、相互に信頼関係を築きながら、協働
によるまちづくりを推進します。

甲賀市総合政策部 政策推進課市民活動推進室
〒５２８－８５０２ 甲賀市水口町水口６００９番地１

電話：０７４８－７０－６０３２

E-MAIL：koka1004１000@city.koka.lg.jp
URL：http://www.city.koka.lg.jp/

市民のご意見を反映
してつくりました

市民等で構成された条例
策定委員会が条例に盛り
込むべき内容（骨子案）
をまとめられ、それをも
とに市が条文化し、住民
説明会やパブリック・コ
メントを経て条例案を作
成しました。条例案は、
市議会での審議を経て、
「まちづくり基本条例」
は制定されました。

「子どもの権利」に
ついて定めています

次の時代を担う大切な宝
である子どもたちが健や
かに成長できる環境をつ
くっていくことが重要で
あり、すべての子どもに
優しいまちは、誰にとっ
ても住みよいまちにつな
がっていくという考えを
尊重したものです。

「区及び自治会」、
「自治振興会」につ
いて定めています

住みよい地域づくりを行
うため、市民が互いに支
え合いながら連携・協力
して地域活動を行うこと
が大切であり、まちづく
りを推進する仕組みとし
て、区・自治会や自治振
興会についてまとめてい
ます。

「甲賀市まちづくり基本条例」の特徴は？
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甲賀市まちづくり基本条例

私たちのまち甲賀市は、鈴鹿山脈などの山々や数々の清
流等、緑と水が織りなす豊かな自然と美しい景観に恵まれて
います。太古、古琵琶湖であった肥沃な大地は、美味しい米
や茶を育て、窯業や薬業などの地場産業を生み、発展させ
てきました。
歴史をひもとくと、古代には紫香楽宮に遷都され、短期間と
はいえ日本の中心となりました。中世には「甲賀衆」と呼ばれ
た武士が広く結集し、「郡中惣(ぐんちゅうそう)」という強い結
びつきが生まれ、この地に合議に基づく自治の伝統を築きま
した。世界に知られる「忍者」、「忍術」も、戦国の世を生き抜
いてきた彼らの知恵がその源流となっています。
また、近世には、人・物・情報が行き交う宿場町や城下町
が形成されて交通の要衝にもなり、豊かな地域文化が開花
しました。東海道をはじめとして、過去から現在まで、この地
域は常に「道」とともに発展し続けています。
私たちは、先人が長年にわたり培ってきたこうした歴史や
文化に誇りを持ち、地域を愛する心を育み、自らとそして未
来ある子どもたちのために、魅力あふれる本市のまちづくりに
取り組まなければなりません。
そこで私たちは、自治の担い手として協働により豊かな地
域社会の実現を目指すために、まちづくりの基本理念や基
本原則を掲げ、ここに崇高なまちづくりの規範となるこの条例
を制定します。

（目指すまちの姿）
第４条 市民、議会及び市長等は、まちづくりの担い手として、
自ら輝く未来のために次に掲げる本市のあるべき姿を考え、
その実現に向けて行動します。
（１） 誰もが等しく個人として尊厳及び権利が守られるまち
（２） それぞれの地域の特性を生かしながら、時代の変化に
対応できる活力のあるまち
（３） 誰もが地域で社会生活を営み、互いに支え合って安心
して暮らすことができる福祉のいきとどいた住みよいまち
（条例の位置づけ）
第５条 この条例は、本市のまちづくりにおける仕組み及び
活動の基本となるものです。

第２章 まちづくりの基本原則
（市民の権利）
第６条 市民は、市政に関する情報を知る権利を有するととも
に、協働してまちづくりに関わる権利を有します。
２ 市民は、性、年齢、障がいの有無等に関わらず、誰もが等し
く個人として尊重される権利を有します。
（市民参加）
第７条 市民は、それぞれの立場を尊重し合いながら、まちづ
くりに関心を持って積極的に参加するよう努めます。
２ 市長等は、市民の参加及び協働を推進するため、政策等
の立案、実施、評価及び改善過程において、市民が主体的
に関われるよう、多様な参加の機会を設けるよう努めます。
３ 市長等は、市民より得られた提案又は意見を市政及びまち
づくりに反映させるよう努めます。
（子どもの権利）
第８条 子どもは、生きる、守られる及び育つ権利を有するとと
もに、まちづくりに参加することができます。
（学び及び教育）
第９条 市民は、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることが
できるよう、生涯にわたり積極的に学ぶことに努めます。
２ 市民及び市長等は、誰もが生涯にわたり積極的に学べる
環境づくりに努めます。
３ 市民及び市長等は、互いに連携・協力しながら地域全体で
子どもを育んでいけるよう、地域の教育環境を整えることに
努めます。
（多文化共生）
第１０条 市民及び市長等は、国籍等の異なる人々が互いの
文化を認め合い、共存できるまちづくりを推進します。
２ 市長等は、市民が多様な文化とふれあい、交流できる環境
を整えます。
（安全安心なまちづくり）
第１１条 市民及び市長等は、関係機関等と連携・協力し、身
体や生命を脅かす事故等を予防するための仕組みを構築し
、全ての市民が積極的に参加するよう啓発に努め、安全安
心なまちづくりを推進します。
２ 市民は、個人として、また、地域ぐるみで自然災害等に備え
た取組みを行い、災害時には、互いに協力しながら対処する
よう努めます。
３ 市長等は、市民及び関係機関等と連携・協力し、防災、減災
につながる取組みを進めるとともに、緊急時には緊密な連携
のもと、危機管理に努めます。
（情報の提供及び共有）
第１２条 市民、議会及び市長等は、市民参加によるまちづくり
を推進するため、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共
有します。

第１章 総則
（目的）
第１条 この条例は、まちづくりの基本原則並びに市民、議会
及び市長等のそれぞれの役割及び責務、その他本市のま
ちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、自治の
進展を図り、もって安心して暮らせる住みよいまちを実現す
ることを目的とします。
（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによります。
（１） 市民 市内に居住する人、市内に通勤若しくは通学す
る人又は市内で事業若しくは活動を行う個人、企業、事業
所若しくはその他の団体をいいます。
（２） 市長等 市長、法律の定めるところにより設けている委
員会又は委員及び職員等の補助機関をいいます。
（３） まちづくり 第４条に掲げるまちの姿を実現するために
行われる全ての活動をいいます。
（４） 協働 各主体が、それぞれ対等な関係のもと、互いを
尊重し合いながら役割及び責任を持って、連携・協力するこ
とをいいます。
（まちづくりの基本理念）
第３条 本市のまちづくりは、甲賀市市民憲章の理念に基づき
推進します。
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２ 議会及び市長等は、前項に規定する情報が、市民共有の
財産であることを認識し、適正に管理します。

第３章 各主体の役割及び責務
（市民の役割及び責務）
第１３条 市民は、まちづくりのために、できることを自ら考え、
積極的に行動するとともに、互いに支え合います。
２ 市民は、地域社会の一員として社会的規範を守り、互いを
尊重し、自らの行動に責任を持ちます。
（企業及び事業所の役割及び責務）
第１４条 企業及び事業所は、地域社会の一員として、市民
及び市長等と連携・協力し、まちづくりに貢献します。
（議会及び議員の役割及び責務）
第１５条 議会は、市民の声が公正に市政に反映されるよう
努めるとともに、その過程を市民に明らかにします。
２ 議員は、市民全体の代表者として、広く市民の利益を重ん
じながら職務を遂行し、市民の負託に応えます。
３ 議会及び議員の責務、活動等に関しては、別に定める条
例によるものとします。
（市長等の役割及び責務）
第１６条 市長は、市政の基本方針を明らかにするとともに、
広く市民の意見を聴き適切に反映させます。
２ 市長等は、市民全体の奉仕者として、公平、誠実、迅速か
つ効率的にその所管する職務を遂行します。
３ 市長等は、本市の魅力や情報を積極的に発信します。
４ 市長等は、職務の遂行に必要な知識の習得及びまちづく
りを推進するために必要な能力の向上に取り組みます。

第４章 まちづくりを推進する仕組み
（区及び自治会）
第１７条 区及び自治会は、地域に住む人のつながりを基に
した基礎的な自治組織で、地域の様々な課題解決を図り、
人と人との交流並びに地域における伝統文化の継承及び
発展等に取り組みます。
２ 当該地域に居住する市民は、積極的に区及び自治会の
諸活動に参加することにより、身近な暮らしの中で互いに
協力し、助け合い、住みよい地域をつくるよう努めます。
３ 市長等は、区及び自治会と互いに協力し合える関係をつ
くります。
（自治振興会）
第１８条 自治振興会は、区及び自治会をはじめ、地域の関
係団体等が連携・協力し、広域的な地域課題の解決や魅
力の向上に向けて、自主的かつ主体的にまちづくりを推進
する組織です。
２ 自治振興会は、その地域に住む又はその地域で活動す
る全ての市民を対象とし、広域的な視点を持って、将来を
見据えた地域づくり計画を策定し、より多くの人の参加及
び自由な発想により特色ある地域をつくります。
３ 市長等は、自治振興会の地域づくり計画に基づく取組み
に対して必要な支援を行います。
（協働によるまちづくり）
第１９条 市民、議会及び市長等は、相互に信頼関係を築き、
協働によるまちづくりを推進します。
（市民活動）
第２０条 市民は、よりよいまちづくりのための役割を意識し、
自主的かつ自立的な活動に努めます。
２ 市長等は、市民自らが行う公益活動の積極的な支援に
努めます。
３ 市民及び市長等は、地域の将来を担う人材の発掘、育
成及びその組織づくりを推進します。

（住民投票）
第２１条 市長は、市政に係る重要事項について、必要が
あると認める場合には、広く住民（市内に住所を有する人
をいいます。以下「住民」といいます。）の意思を確認する
ため、その都度、議会の議決を経て制定される条例（以下
「住民投票条例」といいます。）の定めるところにより、住民
投票を実施することができます。
２ 市長及び市議会議員の選挙権を有する住民は、住民投
票条例の制定を法令の定めるところにより、市長に請求す
ることができます。
３ 住民投票の実施に関し必要な事項は、住民投票条例で
定めます。

第５章 行政運営
（国及び他の地方公共団体との関係）
第２２条 市長等は、まちづくりを推進するに当たっては、国
及び他の地方公共団体と積極的に連携・協力を図るととも
に、地方分権の考え方に基づいた適正な関係を築きます。
（情報の公開）
第２３条 議会及び市長等は、別に条例で定めるところによ
り、その保有する情報を市民に公正かつ適正に公開します。
（個人情報保護）
第２４条 議会及び市長等は、別に条例で定めるところにより、
保有する個人情報を適正に管理するとともに、その取扱い
に関しても個人の権利及び利益が侵害されることのないよ
う、適切な措置を講じます。
２ 市民は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利及び利益
を侵害しないよう努めます。
（行政運営の基本原則）
第２５条 市長等は、総合的かつ計画的な視点に立ち、公正
かつ透明性の高い行政運営を行うとともに、その職務を遂
行するに当たっては、最少の経費で最大の効果を上げるよ
うに取り組みます。
（総合計画）
第２６条 市長等は、議会の議決を経て定められた基本構想
及び基本計画に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を
行い、その策定に当たっては、市民の意見を適切に反映さ
せます。
（財政運営）
第２７条 市長等は、予算の編成及び執行に当たっては、中
長期的な視点に立ち、健全な財政運営を図ります。
（財産管理）
第２８条 市長等は、保有する公有財産を適正に管理し、市
民の提案等を適切に反映させながら効果的に活用します。
（行政評価）
第２９条 市長等は、市民の意見を取り入れた行政評価を行
うとともに、その結果を行政運営に反映させるよう努めます。
（説明責任）
第３０条 市長等は、行政運営の情報を計画段階から実施
及び評価に至るまで、市民に適時かつ適切に公表して透
明性を高め、説明責任を果たすよう努めます。

第６章 条例の実効性の確保
（条例の見直し）
第３１条 市長等は、この条例の内容が本市にふさわしく、社
会情勢に適合しているかどうかを適切な時期に検証します。
２ 市長等は、前項に規定する検証に当たっては、市民が関
われるよう努めます。
３ 市長等は、前２項に規定する検証の結果を踏まえ、この
条例の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置
を講じます。
付則

この条例は、平成２８年４月１日から施行します。
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